
理

由

簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
国
民
生
活
金
融
公
庫
、
農
林
漁

業
金
融
公
庫
、
中
小
企
業
金
融
公
庫
及
び
国
際
協
力
銀
行
を
解
散
し
、
新
た
な
政
策
金
融
機
関
と
し
て
株
式
会
社
日
本
政
策
金

融
公
庫
を
設
立
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律

案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


